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主要な事業内容、主要な営業所および工場

パ フ ォ ー マ ン ス
ラ ン ニ ン グ

ランナーが快適に走ることができ、優れたパフォーマンスを発揮できるように機
能性をもたせたランニングシューズを展開するカテゴリー

コアパフォーマンス
ス ポ ー ツ

陸上競技、テニス、バレーボールなどの競技スポーツ用のシューズを展開するカ
テゴリー

スポーツスタイル
ランニングやトレーニングをライフスタイルに取り入れ、楽しむファンランナー
向けのランニングシューズやデザイン性に優れカジュアルにスニーカーとして使
用できるシューズを展開するカテゴリー

ア パ レ ル ・
エクィップメント

アシックスブランドで、競技用ウエアや日常のファッションアパレルなどを展開
するカテゴリー

オニツカタイガー
社名をアシックスとする1977年まで、かつて競技用だったシューズを、2002
年に洗練されたスタイルを求めてスポーティなファッションブランドとして復刻
したブランドを展開するカテゴリー

主要な事業内容

各種スポーツ用品等の製造および販売

名 称 所 在 地
本店 兵庫県神戸市
アシックススポーツ工学研究所 兵庫県神戸市

会 社 名 所 在 地
ア シ ッ ク ス ジ ャ パ ン 株 式 会 社 東京都江東区
ア シ ッ ク ス 商 事 株 式 会 社 兵庫県神戸市
ア シ ッ ク ス ア メ リ カ コ ー ポ レ ー シ ョ ン 米国
ア シ ッ ク ス ヨ ー ロ ッ パ B.V. オランダ
亞　瑟　士　（中　国）　商　貿　有　限　公　司 中国
ア シ ッ ク ス オ セ ア ニ ア PTY.LTD. オーストラリア
ア シ ッ ク ス ア ジ ア PTE.LTD. シンガポール
ア シ ッ ク ス ブ ラ ジ ル リ ミ タ ー ダ ブラジル
ホ グ ロ フ ス Ａ Ｂ スウェーデン
山 陰 ア シ ッ ク ス 工 業 株 式 会 社 鳥取県境港市
ア シ ッ ク ス ア パ レ ル 工 業 株 式 会 社 福井県越前市

主要な営業所および工場

①当社

②重要な子会社

－ 1 －
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会社の新株予約権等に関する事項

区 分
(発行決議の日)

新株予約権
の 総 数

新株予約権の
目的である株
式 の 種 類
お よ び 数

新株予約権
の払込金額

新株予約権の
行使に際して
出資される
財産の価額

新株予約権を
行使すること
ができる期間

新株予約権の
行使の条件 保 有 人 数

第５回新株予約権
(2017年４月26日) 334個 当社普通株式

33,400株
1株当たり
1,670円 1株当たり1円 2020年5月30日から

2047年5月29日まで (注)１、２
当社取締役
1名

(社外取締役を除く)

第６回新株予約権
(2018年４月20日) 295個 当社普通株式

29,500株
1株当たり
1,786円 1株当たり1円 2021年5月19日から

2048年5月18日まで (注)１、２
当社取締役
2名

(社外取締役を除く)

会社の新株予約権等に関する事項

(1) 当事業年度末日において当社役員が有する新株予約権等の内容の概要

（注）１. 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができません。
２. その他の権利行使の条件については、当社と新株予約権者との間にて締結する「新株予約権割当契約」に別
途定めております。

(2) 当事業年度中に当社使用人等に対して交付した新株予約権等の内容の概要
該当事項はありません。

(3) その他新株予約権等に関する重要な事項
該当事項はありません。

－ 2 －
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会計監査人の状況

内容 支払額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 67百万円

当社および当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益
の合計額 81

会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

EY新日本有限責任監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約におきましては、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品
取引法上の監査に対する報酬等の額を区別しておらず、実質的にも区分できないことから、上記の金
額はこれらの合計額を記載しております。

２. 監査等委員会は、会計監査人の報酬等について、取締役、社内関係部署および会計監査人から必要な
資料を入手しかつ報告を受け、前事業年度の監査計画と監査実績の分析・評価を踏まえ、当事業年度
の監査計画における監査時間・配員計画および報酬額の見積もりの相当性について判断した結果、会
社法第399条第１項の同意を行っております。

(3) 非監査業務の内容

　当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業務）である合
意された手続業務を委託しております。

(4) 会計監査人以外の公認会計士等が実施している重要な子会社の計算関係書類の監査

　当社の一部の重要な子会社につきましては、当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人（外
国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。）の監査（会社法または金融商品取引法
（これらの法律に相当する外国の法令を含む。）の規定によるものに限る。）を受けております。

(5) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　当社は、会計監査人について会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると監査等委員会が判
断した場合、または会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の観点から監査等委員会
が会計監査人の監査能力に問題があると判断した場合には、会計監査人の解任または不再任を株主総会
の目的とすることとします。

－ 3 －
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業務の適正を確保するための体制

業務の適正を確保するための体制

(1) 内部統制基本方針
　当社グループは、企業精神である「ASICS SPIRIT」、「アシックスCSR方針」および「コーポレート
ガバナンス基本方針」に則り、会社法および会社法施行規則に基づいて、以下のとおり、当社グループ
の業務の適正を確保するための体制を整備いたします。

（ⅰ）企業活動の基本方針
　当社グループは、「ASICS SPIRIT」に掲げた創業哲学､「健全な身体に健全な精神があれかし
－"Anima Sana In Corpore Sano"」を基本に、ビジョン「Create Quality Lifestyle through 
Intelligent Sport Technology－スポーツでつちかった知的技術により、質の高いライフスタイル
を創造する」の実現に向けて、以下の「アシックスの理念」をもって事業運営を行う。

・スポーツを通して、すべてのお客様に価値ある製品・サービスを提供する
・私たちを取り巻く環境をまもり、世界の人々とその社会に貢献する
・健全なサービスによる利益を、アシックスを支えてくださる株主、地域社会、従業員に還元す

る
・個人の尊厳を尊重した自由で公正な規律あるアシックスを実現する

（ⅱ）当社グループの取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための
体制

　当社グループは、上記の基本方針を根底におき、主として遵法活動および企業倫理の観点から企
業行動のあり方を、「アシックスCSR方針」に定めるとともに、これを役員および使用人一人ひと
りの行動に具体化した「アシックスグローバル行動規範」およびグローバルポリシーを制定し、す
べての人々から受け入れられ尊敬される企業行動のための基本とする。
　「アシックスCSR方針」、「アシックスグローバル行動規範」およびグローバルポリシーの徹底
を図るため、グローバルコンプライアンス規程に基づき、コンプライアンス委員会を設置し、当社
グループのコンプライアンスへの取り組みを総合的、横断的に統括するとともに、役員および使用
人が適正な業務運営にあたるよう補佐し、研修等を通して教育、指導等を行う。
　内部監査部門は、社長の直轄組織とし、単独であるいは監査等委員会・会計監査人と連携して、
当社グループのコンプライアンスの状況等を監査し、社長、各取締役、執行役員ならびに監査等委
員会または監査等委員会が選定する監査等委員（以下、「選定監査等委員」という。）に直接報告
を行う。
　当社グループは、「グローバル内部通報方針」に基づき、当社グループを対象としたグローバル
内部通報システムを置き、役員および使用人ならびにビジネスパートナーが「アシックスCSR方
針」、「アシックスグローバル行動規範」およびグローバルポリシーを逸脱する行為を知り、その
他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合、通報窓口において、専用メール、電話、
手紙などでの連絡・相談を受け付け、コンプライアンス委員会が事態の迅速な把握および是正を行
う。コンプライアンス委員会は、状況を適宜、監査等委員会または選定監査等委員に報告する。な
お、通報者に対しては不利益な取扱を行わない。
　また、当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切
の関係をもたない。

－ 4 －
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業務の適正を確保するための体制

（ⅲ）当社グループの取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　取締役会は、取締役会が定める業務分掌規程、職務権限規程等において、また、担当業務の委嘱
等により、責任者およびその責任、執行手続等を明確に制定し、代表取締役および執行役員に業務
執行を行わせる。
　代表取締役および執行役員は、取締役会において制定された長期ビジョン、中期経営計画および
各事業年度の経営計画に基づき、全社的な目標設定を行うとともに各部門および各子会社の具体的
目標を設定し、月次、四半期毎の業績管理を行う。
　取締役会は、定例的に開催し、法定決議事項のほか当社グループの重要な経営方針、重要な業務
執行に関する一定の事項の決定を行うとともに、代表取締役および執行役員の業務執行状況の監督
等を行う。
　当社は、取締役会決議事項その他当社グループの経営に関する重要事項の審議を行い、取締役会
の機能強化と経営の機動的な意思決定を行うため、社長、執行役員、統括部長および社長が指名し
た者を出席者とする経営会議を定例的に開催する。
　また、当社は、事業規模拡大とグローバルレベルでの経営環境変化に対応するため、執行役員制
度により、経営のスピードアップと業務執行体制の強化を行う。

（ⅳ）当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社グループは、リスクマネジメント規程に基づき、社長を委員長とするリスクマネジメント委
員会およびリスクマネジメントチームを設置する。リスクマネジメント委員会は、危機発生の回避
および危機発生時の損失を最小化するために、ビジネス戦略に伴う優先して対応すべきリスクの特
定と担当部門を決定し、リスクを総括的に管理する。また、その活動を取締役会に年２回報告す
る。各部門から選出されたリスクオーナーは、担当するリスクに対する低減アクションをリード
し、進捗管理を行う。リスクマネジメントチームは、リスクマネジメント全体が有効かつ適切に行
われるようモニタリングする。
　当社グループは、クライシスマネジメント規程に基づき、危機管理担当役員を設置する。危機管
理担当役員は、危機に発展する可能性のある事件および事故を認知した際には、同規程に定められ
た方法および経路で速やかに会長・社長へ報告を行うとともに、同規程にあらかじめ定められた緊
急事態レベルに応じて、危機対策本部を設置する。また、危機管理担当役員は、危機対策方針とコ
ミュニケーション戦略等を決定し、対外交渉および公表を統括し、対策・改善策等の実施を指揮す
る。
　内部監査部門は、定期的にリスク管理状況を監査する。

（ⅴ）当社グループの取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
　当社グループは、法令、社内規程に基づき、業務執行に係る情報、議事録および関連資料、その
他の重要な情報・文書等の保存を行う。取締役、監査等委員会および選定監査等委員は、常時これ
らの文書を閲覧できる。また、情報管理については、情報セキュリティポリシーなど情報管理に関
する社内規程に基づいて行う。
　職務権限規程に基づく稟議決裁事項に関しては、申請内容と決裁状況を電子化により可視化し、
決裁権限保有者の決裁の記録を電子データで保存する。

－ 5 －
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業務の適正を確保するための体制

（ⅵ）当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
　当社グループ各社の業務執行の適正を確保し、グループの総合力の発揮と統制を行うため、当社
執行役員または担当部門責任者等がグループ各社の取締役、監査役または各部門責任者等に就任す
ることとする。当社グループ各社の取締役会においては、重要事項の決定と業務執行状況の報告を
行うが、グローバルレベルでのグループ全般に関わる重要な事項および各社の経営計画について
は、当社に報告し、承認を得なければならないこととする。また、当社グループ各社の代表者は、
当社の基準に準拠して各社が定めた職務権限規程に基づき、効率的に業務運営できる権限と責任を
有するが、当社が定める個別の重要な事項については当社に報告し、承認を得なければならないこ
ととする。
　内部監査部門は、当社グループにおける内部監査を行い、当社グループの業務全般についての統
制状況等の監査を実施し、社長、取締役および執行役員ならびに監査等委員会または選定監査等委
員に直接報告を行う。
　また、財務報告の適正性を確保するため、当社グループにおける財務報告に係る内部統制システ
ムの整備、運用状況の定期的･継続的評価、維持向上の仕組みを構築する。

（ⅶ）監査等委員会が職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事
項および当該使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性等に関する事項

　監査等委員および監査等委員会の職務を補助するため、監査等委員会の下に監査等委員会事務局
を設置する。
　監査等委員会事務局は、監査等委員会の指示に基づき、各部門および各子会社に対して、監査等
に必要な情報の提供を求めることができる。監査等委員会事務局は、監査等委員会の指示に基づ
き、内部監査部門および子会社監査役との間の連絡・調整を行い、監査等に関する情報共有を補助
する。
　また、監査等委員会事務局の使用人は、その命令の範囲に属する業務に関して取締役（監査等委
員である取締役を除く。）の指揮命令を受けないこととし、当該使用人の人事異動、人事考課およ
び懲戒処分は、監査等委員会の事前の同意を得るものとする。

（ⅷ）当社グループの取締役（監査等委員である取締役を除く。）および使用人が監査等委員会に報告
するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制ならびにその他監査等委員会の監査
等が実効的に行われることを確保するための体制

　選定監査等委員は、取締役会・経営会議・リスクマネジメント委員会などの重要会議への出席お
よび当社グループの役員および使用人との情報交換ならびに稟議書・報告書等の閲覧を通じて、当
社グループ経営全般の状況を把握する。また、監査等委員会は、会計監査人との協議を適宜行うと
ともに、以下の事項について適宜、取締役（監査等委員である取締役を除く。）または取締役会か
ら報告を受けることとする。

・取締役・使用人の職務執行に関しての不正行為、法令・定款に違反する等コンプライアンス上
の問題

・会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実
・重要な情報開示事項
・グローバル内部通報システムに通報された事実等

　当社グループは、役員および使用人が監査等委員会および選定監査等委員からの情報提供依頼に
対し、迅速かつ円滑に情報提供することができる体制を整えるとともに、情報提供をした役員およ
び使用人に対しては不利益な取扱を行わない。
　当社は、監査等委員会または監査等委員からの求めに応じ、監査等委員の職務の執行（監査等委
員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ずる費用（弁護士、公認会計士等の外部専門
家から助言を得るための費用を含む。）の前払または償還ならびに債務の処理を行う。
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(2) 内部統制システムの運用状況の概要
　当社は、上記のとおり、「内部統制基本方針」を定め、業務の適正を確保するための体制を整備して
おります。当該基本方針について毎年見直しを行うとともに、適宜取締役会に報告し、より適切な内部
統制システムの構築に努めています。また、内部統制システムの運用上の問題点について、是正・改善
し、必要に応じて再発防止の取り組みを実施いたしました。
　引き続き取締役会の実効性を高めるため、取締役会の重要案件の事前説明および重点討議事項の強
化、社外取締役と執行役員の意見交換など、取締役会の効率的な運営を促進いたしました。また、株主
の皆様のご意見を反映するため、ＩＲ・ＳＲ活動報告強化を継続いたしました。
　リスクマネジメントにつきましては、全社のビジネス戦略に伴う優先的に対応すべき新規リスクの特
定・分析・損失回避策の確認を行い、ならびに、継続リスクについては半期に一度リスク低減プロセス
の進捗アセスメントを行いました。なお、以上の取り組みについて、リスクマネジメント委員会および
取締役会にて報告いたしました。
　クライシスマネジメントにつきましては、新型コロナウイルス感染症拡大に対応するため、引き続き
危機対策本部が中心となってグローバルレベルでの継続的な情報収集を行い、役員・従業員の感染防止
対策の徹底や各地域・各部門と連携し、コロナ禍で想定される事業リスク特定とその対応策を講じ、事
業活動への損失の最小化を図りました。
　コンプライアンス経営の強化を図るため、グローバルレベルでコンプライアンス委員会が中心とな
り、役員・従業員を対象に、行動規範、データプライバシー、内部通報、インサイダー取引規制に関す
るオンライン研修および集合研修等の教育活動を実施いたしました。グローバル内部通報システムにつ
きましては、通報案件の調査と是正措置を行いました。従業員のコンプライアンスに関する浸透度を確
認することを目的とし、グローバルレベルでのコンプライアンス意識調査を実施し、その結果を分析
し、対応課題の抽出をしたうえでアクションプランを策定いたしました。
　また、情報セキュリティ委員会が中心となり、グローバルサイバーセキュリティ組織による脆弱性の
可視化および解消、インシデント対応の強化を実施しております。その他、情報セキュリティに関する
意識向上のため、情報セキュリティに関する毎年のオンライントレーニングおよび理解度テストを実施
するとともに、メール訓練を実施いたしました。
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会社の支配に関する基本方針

　以下(3)記載の本対応方針（(3)において定義します。）は、2023年3月24日開催予定の第69回定時
株主総会の終結の時をもって有効期間が満了いたします。当社は、同年1月24日開催の取締役会におい
て、本対応方針を継続せず、当該株主総会の終結の時をもって廃止することを決議しております。

(1)  会社の支配に関する基本方針の内容
　当社は、上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、当社の取締役会の賛同を得ずに行わ
れる、いわゆる「敵対的買収」であっても、当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれ
ば、これを一概に否定するものではありません。特定の者による当社株式の大規模な買付行為等に応
じて当社株式の売却を行うか否かは、最終的には当社株式を保有する当社株主の皆様の判断に委ねら
れるべきものであると考えます。
　一方で、当社および当社グループは、株主の皆様をはじめ、お客様、取引先および従業員等のステ
ークホルダーとの間に築かれた良好な関係を基本として、スポーツを核とした事業領域で当社が長年
つちかってきた「技術」、「製品」、「ブランド」に対する信頼こそが強みであり、これを維持し促
進することが当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資すると考えます。従って、当社の財
務および事業の方針の決定を支配する者としては、これらに関する十分な情報や理解がなくては、将
来実現することのできる当社の企業価値・株主共同の利益を毀損する可能性があり、不適切であると
考えます。

(2)  当社の状況および企業価値向上に向けた取り組み
　当社は、2030年までの10年間にわたる長期ビジョン「VISION2030」を策定しております。こ
れは、アシックスという会社が将来ありたい姿を長期的な視点で表したものです。
　当社の創業哲学「健全な身体に健全な精神があれかし」は、世界中の人々に心身ともに健康で幸せ
な生活を実現してほしい、という私たちの願いそのものを表しています。変わりゆく世界のなかで、
この創業哲学は、これからの社会、人々から、これまで以上に必要とされるものだと確信していま
す。当社はこの想いを引き続きコアとして守りながら、より広い視野で心身の健康向上に寄与するプ
ロダクト、サービス、環境を提供していきます。
　2030年とその先に向けて、当社は「プロダクト（パーソナライズされたプロダクト）」「ファシ
リティとコミュニティ（最適な環境や仲間とのつながり）」「アナリシスとダイアグノシス（パーソ
ナルデータに基づいたコーチング）」の３つの事業ドメインで事業を拡張していきます。
　また、すべての事業ドメインに共通して、「デジタル」「パーソナル」「サステナブル」の３つの
テーマを掲げています。進化を続けるデジタル技術を活用し、各個人に合わせてパーソナライズされ
た製品・サービスを、環境に配慮したサステナブルな手法で開発・提供していきます。
　これら３つのテーマを通じて、３つの事業ドメインを単独で成長させつつ、それぞれの事業ドメイ
ンが交わることで相乗効果を生み出し、価値の最大化をはかります。あらゆる角度からお客さま一人
ひとりに最適な価値を提供することで、質の高いライフスタイルの実現に貢献することを目指しま
す。
　加えて、当社は、創業の精神「ASICS SPIRIT」に基づき、株主、お客様、社会、従業員などのス
テークホルダーとの強い信頼関係を構築することで、当社グループを持続的に成長させ企業価値の長
期継続的な向上を目指しております。また、当社の創業哲学を具現化した「Sound Mind, Sound 
Body」というグループ共通の価値観の下、お客様に喜んでいただける魅力的でかつ地球環境にやさ
しいサステナブルな商品・サービスを提供し続けていくことで、持続可能な社会に貢献することを目
指しております。そのために、健全で透明性の高い経営を実現するためのコーポレートガバナンスを
構築し、経営の監督および監査機能・内部統制の充実、コンプライアンスの徹底、経営活動の透明性
の向上などに引き続き努めてまいります。
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(3) 会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針が支配さ
れることを防止するための取り組み

　当社は、2020年３月27日開催の定時株主総会において、当社株式の大規模な買付行為への対応方
針の一部を改定して３年間継続することを決定いたしました（以下、改定後の当社株式の大規模な買
付行為への対応方針を「本対応方針」といいます。）。
　本対応方針の概要は次のとおりです。
　当社取締役会は、大規模買付者による情報提供および大規模買付行為に対する取締役会の意見の公
表に関する合理的なルールに従って大規模買付行為が行われることが、当社の企業価値・株主共同の
利益に資すると考え、事前の情報提供に関する一定のルール（以下「大規模買付ルール」といいま
す。）を設定いたしました。
　大規模買付ルールの概要は次のとおりです。
(ⅰ)大規模買付者には、大規模買付行為の前に、当社取締役会に対して、当社株主の皆様の判断およ

び当社取締役会としての意見形成のために必要かつ十分な情報（以下「本必要情報」といいま
す。）を書面で提供していただきます。当社取締役会は、取締役会による評価、検討、意見形成
等のため必要かつ十分な本必要情報が大規模買付者から提出されたと判断した場合には、直ちに
その旨大規模買付者に通知するとともに、速やかに当社株主の皆様に公表します。なお、大規模
買付者からの情報提供の迅速化と当社取締役会が延々と情報提供を求めて情報提供期間を引き延
ばす等の恣意的な運用を避ける観点から、この情報提供期間は意向表明書の受領から最長60日と
し、延長は行いません。

(ⅱ)当社取締役会は、取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間（以下
「取締役会評価期間」といいます。）として、大規模買付者が当社取締役会に対し本必要情報の
提供を完了したと公表した日の翌日から、60日間（対価を現金（円貨）のみとする公開買付けに
よる当社全株式の買付けの場合）または90日間（その他の大規模買付行為の場合）を設定しま
す。取締役会評価期間の延長は行いません。
　従って、大規模買付行為は、取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるものとします。当社
取締役会は、取締役会評価期間中、独立委員会に諮問し、必要に応じて外部専門家等の助言を参
考に、提供された本必要情報を十分に評価・検討し、独立委員会からの勧告を最大限尊重したう
えで、対抗措置の発動または不発動を含め、当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめて決
議し公表します。

　次に大規模買付行為がなされた場合の対応方針の概要は次のとおりです。
　大規模買付者が大規模買付ルールを遵守する場合、当社取締役会は、大規模買付行為に対する対抗
措置の発動要件を満たすときを除き、当社株主の皆様に対して、当該買付提案に対する諾否の判断に
必要な判断材料を提供させていただくにとどめ、原則として、当該大規模買付行為に対する対抗措置
はとりません。
　当社取締役会は、大規模買付ルールを遵守しなかった場合のほか、大規模買付ルールが遵守された
場合であっても、当該大規模買付行為が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なう場合で、か
つ、対抗措置を発動することが相当であると判断したときに限り、株主総会において株主の皆様に承
認を得たうえで、当社株主の皆様の利益を守るために、当該大規模買付行為に対する対抗措置とし
て、無償割当てによる新株予約権を発行することができるものとします。なお、当社取締役会が当該
判断を行う場合には、外部専門家等の意見を参考に、提供された本必要情報を十分に評価・検討した
うえ、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとします。また、当社取締役会は、対抗措置を発動す
るに際し、株主総会の開催が著しく困難な場合を除き、株主総会を招集し、対抗措置に関する当社株
主の皆様の意思を確認するものとします。かかる株主意思確認のための株主総会において、出席株主
の議決権の過半数の賛同が得られなければ、対抗措置の発動は行いません。その場合、大規模買付者
は、当社株主の皆様の意思を確認し、対抗措置の発動・不発動が決定されるまで、大規模買付行為は
開始できないものとします。

－ 9 －



2023/02/21 11:16:59 / 22941846_株式会社アシックス_招集通知

会社の支配に関する基本方針、剰余金の配当等の決定に関する方針

(4) 上記取り組みが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合
致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないことについて

　まず、本対応方針は、会社の支配に関する基本方針に沿って、当社株式に対する大規模買付行為が
なされた際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを当社株主の皆様が判断し、あるいは当社取
締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保し、当社株主の皆様のために大規模買付者
と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させ
るという目的をもって導入されるものです。
　次に、本対応方針は、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合や、大規模買付ルールを
遵守する場合であっても、当該大規模買付行為が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なう場
合で、かつ、対抗措置を発動することが相当であると判断したときに限り、株主総会において株主の
皆様の承認を得たうえで、対抗措置が発動されるように設定されており、当社取締役会による恣意的
な対抗措置の発動を防止するための仕組みが確保されています。
　また、本対応方針における対抗措置の発動等に際しては、独立社外取締役によって組織された独立
委員会に諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされています。また、その判断の概要につ
いては当社株主の皆様に情報開示をすることとされており、当社の企業価値・株主共同の利益に適う
ように本対応方針の公正・透明な運用が行われる仕組みが確保されています。
　最後に、本対応方針は、株主総会における当社株主の皆様の承認を条件に継続されるものであり、
その継続について当社株主の皆様の意向が反映されることとなっております。また、本対応方針は、
株主総会において本対応方針の変更または廃止の決議がなされた場合には、当該決議に従い変更また
は廃止されることになります。従って、本対応方針の継続、廃止または変更の是非の判断には、当社
株主の皆様のご意向が反映される仕組みとなっております。
　さらに、当社取締役の任期は１年間となっており、毎年の取締役選任手続を通じて本対応方針の継
続、廃止または変更の是非の判断に当社株主の皆様の意向が反映されます。
　これらの措置により、本対応方針は、会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいて
は株主共同の利益に合致し、当社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

　以上に記載の金額、株式数および数値の表示単位未満の端数は、とくに記載がない限り切り捨てて表
示しております。なお、割合については、小数点第２位または第３位を四捨五入して表示しておりま
す。

剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営上の最重要課題のひとつとして認識しております。
　当社の剰余金の配当は、中間配当（基準日６月30日）および期末配当の年２回を基本としておりま
す。
　当期の期末配当につきましては、24円とさせていただく予定です。これにより、先に実施いたしま
した中間配当金16円を含め、当期の年間配当金は、１株につき40円とさせていただく予定です。
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連結株主資本等変動計算書

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 23,972 15,571 110,205 △10,018 139,731

会計方針の変更に
よる累積的影響額 △3,699 △3,699

会 計 方 針 の 変 更 を
反映した当期首残高 23,972 15,571 106,506 △10,018 136,032

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △5,127 △5,127
親 会 社 株 主 に 帰 属
す る 当 期 純 利 益 19,887 19,887

自 己 株 式 の 取 得 △4 △4
自 己 株 式 の 処 分 84 187 272
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) －

連結会計年度中の変動額合計 － 84 14,760 183 15,028

当 期 末 残 高 23,972 15,655 121,266 △9,834 151,060

その他の包括利益累計額
新 株
予 約 権

非 支 配
株 主 持 分

純 資 産
合 計そ の 他

有 価 証 券
評価差額金

繰延ヘッジ
損 益

為 替 換 算
調 整 勘 定

退 職 給 付
に 係 る
調整累計額

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

当 期 首 残 高 1,830 4,923 △193 △211 6,349 313 143 146,537

会計方針の変更に
よる累積的影響額 － △3,699

会 計 方 針 の 変 更 を
反映した当期首残高 1,830 4,923 △193 △211 6,349 313 143 142,838

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 － △5,127
親 会 社 株 主 に 帰 属
す る 当 期 純 利 益 － 19,887

自 己 株 式 の 取 得 － △4
自 己 株 式 の 処 分 － 272
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) 1,242 1,230 11,438 △706 13,204 △17 1,675 14,863

連結会計年度中の変動額合計 1,242 1,230 11,438 △706 13,204 △17 1,675 29,891

当 期 末 残 高 3,073 6,153 11,245 △917 19,554 295 1,819 172,729

連結株主資本等変動計算書
（2022年１月１日から2022年12月31日まで）

（単位：百万円）

（注）記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

連　結　注　記　表

連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
１．連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数および主要な連結子会社の名称
連結子会社の数　　　　　　　　66社

主要な連結子会社の名称
　事業報告の「①企業集団の現況に関する事項　(4) 重要な親会社および子会社の状況」に
記載しているため、省略しております。
　当連結会計年度において新たに子会社を１社設立したこと、子会社２社の株式を取得した
ことに伴い、連結の範囲に含めております。
　また、前連結会計年度において連結子会社であった１社は清算したため、連結の範囲から
除いております。

(2) 主要な非連結子会社の名称等
主要な非連結子会社の名称

亜瑟士商事股份有限公司
連結の範囲から除いた理由
　非連結子会社はいずれも小規模であり、各社の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う
額）および利益剰余金（持分に見合う額）は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼして
いないため、連結の範囲から除いております。

２．持分法の適用に関する事項
(1) 持分法を適用した非連結子会社および関連会社の数および主要な会社等の名称

　該当事項はありません。
(2) 持分法を適用しない非連結子会社および関連会社の名称等

主要な会社等の名称
（非連結子会社）

亜瑟士商事股份有限公司
持分法を適用しない理由
　持分法を適用していない非連結子会社は、当期純損益（持分に見合う額）および利益剰余金
（持分に見合う額）等からみて、及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないた
め、持分法の適用から除外しております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

４．会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準および評価方法

① 有価証券の評価基準および評価方法
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等　　　　　　移動平均法による原価法、ただし、債券につきまして
は償却原価法
なお、投資事業有限責任組合およびそれに類する組合
への出資（金融商品取引法第２条第２項により有価証
券とみなされるもの）については、組合契約に規定さ
れる決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基
礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法

② デリバティブ等の評価基準および評価方法
デリバティブ 　時価法
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③ 棚卸資産の評価基準および評価方法
商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品
　主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額につきましては収益性の低下に基づく
簿価切下げの方法）

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産除く）

当社および国内連結子会社は、定率法
　ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）ならびに2016年
４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物につきましては、定額法
　在外連結子会社は、定額法
　なお、主要な耐用年数は、以下のとおりであります。

建物及び構築物　　・・・・２年～50年
機械装置及び運搬具・・・・２年～17年
工具、器具及び備品・・・・２年～20年

② 無形固定資産（リース資産除く）
定額法
　自社利用のソフトウエアにつきましては、社内における利用可能期間（10年以内）に基
づく定額法
　また、企業結合によって資産および負債を時価にて再評価したことにより計上した無形固
定資産の主なものにはブランド、顧客基盤などがあり、償却年数は10年～24年でありま
す。

③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
使用権資産

リース期間に基づく定額法
(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金
　当社および国内連結子会社は、売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権につきまして
は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につきましては個別に債権の回収可能性を勘
案し、回収不能見込額を計上しております。在外連結子会社は主として個別判定で計上するこ
とにしております。

② 賞与引当金
　従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき当連結会計年度負担
額を計上しております。

(4) 収益および費用の計上基準
　主要な事業における主な履行義務の内容および収益を認識する時点は以下のとおりでありま
す。

① 商品及び製品の販売
　スポーツ用品等販売事業においては、主にスポーツ用品等の製造および販売を行っておりま
す。このような商品及び製品の販売については、顧客と合意した地点に商品及び製品が到着し
た時点で、履行義務が充足されたと判断し収益を認識しております。

② スポーツ施設運営事業
　スポーツ施設運営事業においては、主に長期のスポーツ施設の運営および運営受託を行って
おります。当該契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、役務を
提供する期間にわたり収益を認識しております。
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(5) その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
① 退職給付に係る会計処理の方法

退職給付に係る負債の計上基準
　退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額
に基づき、退職給付債務から年金資産を控除した額を計上しております。
退職給付見込額の期間帰属方法
　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる
方法については、給付算定式基準によっております。
過去勤務費用および数理計算上の差異の費用処理方法
　過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
による定額法により費用処理しております。
　数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間
以内の一定の年数による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処
理することとしております。なお、一部の連結子会社は発生連結会計年度より費用処理するこ
ととしております。
小規模企業等における簡便法の採用
　一部の連結子会社は、退職給付に係る負債および退職給付費用の計算に、退職給付に係る期
末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

② 重要なヘッジ会計の方法
ヘッジ会計の処理
　繰延ヘッジ処理によっております。
　なお、為替予約が付されている外貨建金銭債権債務等につきましては、振当処理の要件を満
たしている場合には、振当処理を行っております。
　また、特例処理の要件を満たす金利スワップ取引につきましては、特例処理を採用しており
ます。
ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段
　デリバティブ取引（為替予約取引、通貨オプション取引、金利スワップ取引）
ヘッジ対象
　為替予約および通貨オプションにつきましては、主に外貨建輸入取引の為替変動リスク
を、金利スワップにつきましては、資金調達取引の金利変動リスクをヘッジ対象としており
ます。

ヘッジ方針
　当社グループは、主に製品の輸入による買入債務等の為替レート変動によるリスクをヘッジ
する目的で外国為替の実需の範囲内で為替予約取引および通貨オプション取引を行うものとし
ております。
　また、借入金および社債に係る金利の将来の変動に対する有効な管理手段として、金利スワ
ップ取引を行うものとしております。
ヘッジの有効性評価の方法
　為替予約につきましては、過去の取引実績および今後の取引の実行可能性を総合的に勘案
し、ヘッジ対象としての適格性を検討することにより、有効性の評価を実施しております。
　金利スワップおよび通貨オプションにつきましては、原則として、ヘッジ開始時から有効性
判定時点までの期間において、ヘッジ対象のキャッシュ・フローの変動の累計額とヘッジ手段
のキャッシュ・フローの変動の累計額とを比較し、その比率を基礎に判断しておりますが、契
約の内容等によりヘッジに高い有効性が明らかに認められる場合につきましては有効性の判定
を省略しております。
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③ のれんの償却方法および償却期間
　のれんの償却につきましては、発生年度以降20年以内のその効果の及ぶ期間にわたって均
等償却しております。

④ 連結納税制度の適用
　当社および一部の連結子会社は連結納税制度を適用しております。

⑤ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
　当社および一部の国内連結子会社は、翌連結会計年度から、連結納税制度からグループ通算
制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法
律第８号）において創設されたグループ通算制度への移行およびグループ通算制度への移行に
あわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算
制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年３月
31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適
用指針第28号　2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負
債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
　なお、翌連結会計年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地
方法人税ならびに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用
する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年８月12日）
を適用する予定であります。

５．会計方針の変更に関する注記
(1) 収益認識基準に関する会計基準等の適用

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識
会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が
顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識す
ることといたしました。
　収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
① 製商品の販売に係る収益認識

　製商品の販売について、従来は、出荷時点で収益認識しておりましたが、着荷時点で収益
認識する方法に変更しております。

② 値引およびリベートに係る収益認識
　将来の売上値引およびリベートが見込まれる商品について、従来は、売掛金の消滅を認識
しておりましたが、返金負債を計上する方法に変更しております。返金負債は流動負債の
「その他」に含めて表示しております。

③ 返品に係る収益認識
　従来は、売上総利益相当額に基づいて流動負債に計上していた「返品調整引当金」は、返
品されると見込まれる商品及び製品についての売上高および売上原価相当額を認識しない方
法に変更しており、返金負債を流動負債の「その他」に、返品資産を流動資産の「その他」
に含めて表示しております。

④ 有償支給取引に係る収益認識
　従来は、有償支給した原材料などについて消滅を認識しておりましたが、当該取引におい
て買い戻す義務を負っていることから、有償支給した原材料について消滅を認識しないこと
といたしました。なお、当該取引において支給品の譲渡に係る収益は認識しておりません。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的
な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累
積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針
を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年
度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新た
な会計方針を遡及適用しておりません。
　この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当連結会計年度の連結貸借対照表
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は、主に流動資産の「原材料及び貯蔵品」が2,222百万円増加、「その他」が1,345百万円増
加、流動負債の「その他」が8,904百万円増加しております。当連結会計年度の連結損益計算書
は、売上高は546百万円減少し、売上原価は163百万円増加し、営業利益、経常利益および税金
等調整前当期純利益はそれぞれ709百万円減少しております。
　当連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、連結株主資本等変動
計算書の利益剰余金の期首残高は676百万円減少しております。
　１株当たり情報に与える影響は重要性が乏しいため記載を省略しております。

(2) 時価の算定に関する会計基準等の適用
　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定
会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および
「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44－２項に定め
る経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適
用することとしております。これにより、従来、時価を把握することが極めて困難と認められる
金融商品とされていた社債その他の債券については取得原価をもって連結貸借対照表価額として
おりましたが、観察可能なインプットを入手できない場合であっても、入手できる最良の情報に
基づく観察できないインプットを用いて算定した時価をもって連結貸借対照表価額としておりま
す。
　また、「金融商品に関する注記」において、金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関す
る事項等の注記を行うことといたしました。

(3) 米国財務会計基準審議会会計基準編纂書（ASC）第842号「リース」の適用
　米国会計基準を採用している海外子会社において、ASC第842号「リース」を、当連結会計年
度より適用しております。これにより、借手のリース取引については、原則として全てのリース
を貸借対照表に資産および負債として計上することといたしました。
　当該会計基準の適用にあたっては、経過措置で認められている、本基準の適用による累積的影
響額を適用開始時に認識する方法を採用しております。
　この結果、当連結会計年度の連結貸借対照表において、主に有形固定資産の「リース資産」が
2,429百万円減少、無形固定資産の「使用権資産」が10,978百万円増加、流動負債の「リース
債務」が3,245百万円、固定負債の「リース債務」が8,893百万円それぞれ増加しております。
当連結会計年度の連結損益計算書において、主に「賃借料」が894百万円減少し、営業利益、経
常利益および税金等調整前当期純利益はそれぞれ894百万円増加しております。
　当連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、連結株主資本等変動
計算書の利益剰余金の期首残高は3,022百万円減少しております。
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繰延税金資産 11,700百万円

商標権 578百万円
顧客関連資産 2,333百万円
技術関連資産 306百万円
のれん 7,144百万円

６．会計上の見積りに関する注記
　会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌
連結会計年度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

(1) 繰延税金資産の回収可能性
① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
a．当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出方法

繰延税金資産の認識に際しては、将来獲得しうる課税所得の時期および金額を合理的に見積
り、金額を算定しております。
b．当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

将来獲得しうる課税所得の基礎となる将来の事業計画には現在の経営環境と今後の見通しを
踏まえた売上予測や販管費コントロールの見込みが含まれ、経営者の判断を伴う主要な仮定に
より影響を受けます。

主要な仮定は、成長率および主要な国内販売子会社であるアシックスジャパン株式会社の見
込販売数量や販売価格であります。

なお、訪日外国人旅行者数など、新型コロナウイルス感染症の社会的影響は現時点において
回復途上にありますが、2023年12月期以降に更に正常化が進むという見通しとしておりま
す。
c．翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響

経営者は、上記の仮定は妥当なものと考えておりますが、将来の不確実な経済条件の変動の
結果によって影響を受ける可能性があり、将来の課税所得の結果が予測・仮定と異なる場合
は、繰延税金資産の計上額に重要な影響を与える可能性があります。

(2) 無形固定資産およびのれん
① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
a．当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出方法

当社グループは、当連結会計年度において、株式会社アールビーズの株式を取得しておりま
す。この企業結合により計上した無形固定資産およびのれんは、取得原価を企業結合日におけ
る識別可能な資産および負債に配分し算定しております。

企業結合により識別した無形固定資産の時価については、外部の専門家を利用し、企業価値
評価で用いられた事業計画を基礎に、無形固定資産から生み出すことが期待される将来キャッ
シュ・フローを割り引くインカム・アプローチにより算出しております。

商標権および技術関連資産は、インカム・アプローチのうちロイヤリティ免除法を評価モデ
ルとし、顧客関連資産は、インカム・アプローチのうち超過収益法を評価モデルとしておりま
す。

のれんについては、取得原価と無形固定資産等を含む企業結合日における識別可能な資産お
よび負債に対して配分した額との差額となります。
b．当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

識別可能な顧客関連資産の時価評価の算出は、経営者の判断を伴う主要な仮定により影響を
受けます。

主要な仮定は、顧客関連資産の算定で使用する事業計画のイベント大会の開催数およびキャ
ピタルチャージコストを算出する際の期待収益率です。イベント大会の開催数は、2019年度
の新型コロナウイルス感染症拡大前の水準まで戻るとする過程を置いております。また、期待
収益率は、加重平均資本コスト（ＷＡＣＣ）を賄うように設定しております。
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２．有形固定資産の減価償却累計額 59,067百万円

受取手形 10,244百万円
売掛金 60,447百万円

４．流動負債「その他」のうち、契約負債の残高 1,581百万円

用途 場所 種類 金額
（百万円）

店舗資産 日本・欧州・中華圏等
建物及び構築物・

機械装置及び運搬具・
リース資産等

308

その他 日本・北米等 建物及び構築物・
土地・ソフトウエア等 1,519

合計 － － 1,827

２．売上高のうち、顧客との契約から生じる収益の額 484,601百万円

株 式 の 種 類
当 連 結 会 計
年度期首の株式数

（株）

当 連 結 会 計 年 度
増 加 株 式 数

（株）

当 連 結 会 計 年 度
減 少 株 式 数

（株）

当 連 結 会 計
年 度 末 の 株 式 数

（株）

普 通 株 式 189,870,559 － － 189,870,559

c．翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
経営者は、上記の仮定は妥当なものと考えておりますが、将来の不確実な経済条件の変動に

より影響を受ける可能性があり、仮定の見直しが必要となった場合には無形固定資産およびの
れんの金額に重要な影響を与える可能性があります。

連結貸借対照表に関する注記
１．担保に供している資産

　第三者の借入金等に対して、投資有価証券319百万円を担保に供しております。

３．顧客との契約から生じた債権の残高は以下のとおりです。

連結損益計算書に関する注記
１．減損損失

　当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。

　当社グループの店舗の資産につきましては、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、店
舗ごとに資産のグルーピングを行っております。また、売却予定の資産につきましては、物件ごと
にグルーピングしております。
　店舗につきましては、営業活動から生じる損益が継続してマイナスである資産グループの帳簿価
額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。当該資
産の回収可能価額は正味売却価額と使用価値のいずれか高い方の金額としております。正味売却価
額は売却見込額により算定しており、売却見込額を零と見込んでいる場合には、正味売却価額を零
として帳簿価額の全額を減額しております。使用価値は将来キャッシュ・フロー（割引率は7.2～
8.1％）に基づき算定しております。

連結株主資本等変動計算書に関する注記
１．発行済株式数の総数に関する事項
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株 式 の 種 類
当 連 結 会 計
年度期首の株式数

（株）

当 連 結 会 計 年 度
増 加 株 式 数

（株）

当 連 結 会 計 年 度
減 少 株 式 数

（株）

当 連 結 会 計
年 度 末 の 株 式 数

（株）

普 通 株 式 6,829,533 1,695 130,595 6,700,633

決　　議 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円） 基　準　日 効力発生日

2022年３月25日
定時株主総会 普通株式 2,196 12.0 2021年12月31日 2022年３月28日

2022年８月12日
取締役会 普通株式 2,930 16.0 2022年６月30日 2022年９月８日

決議予定 株式の
種類

配当金の
総額

（百万円）
配当の原資

１株当たり
配当額
（円）

基　準　日 効力発生日

2023年３月24日
定時株主総会 普通株式 4,396 利益剰余金 24.0 2022年12月31日 2023年３月27日

普通株式 159,400株

２．自己株式の数に関する事項

（注）１. 普通株式の自己株式の株式数の増加1,695株は、単元未満株式の買取請求による増加で
あります。

２. 普通株式の自己株式の株式数の減少130,595株は、譲渡制限付株式報酬としての自己
株式の処分による減少127,975株、新株予約権の行使による減少2,600株および単元未
満株式の売渡請求による減少20株であります。

３．配当に関する事項
(1) 配当金支払額

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

４．当連結会計年度の末日における当社が発行している新株予約権の目的となる株式の数

金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針
　当社および当社グループは、資金計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入や社債発行）を
調達しております。一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資
金を銀行借入により調達しております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用
しており、投機的な取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容およびそのリスク
　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクを有しております。また、海外で事
業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクを有しておりますが、先物為
替予約等を利用してヘッジしております。
　有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動
リスクを有しております。
　営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが４ヶ月以内の支払期日であります。一
部外貨建てのものにつきましては、為替の変動リスクを有しておりますが、先物為替予約等を利
用してヘッジしております。
　借入金および社債は、主に運転資金や設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、返済
日および償還日は決算日後５年以内であります。
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　デリバティブ取引は、主に製品の輸入による買入債務等の為替レート変動によるリスクをヘッ
ジする目的で、外国為替の実需の範囲内で為替予約取引等を行うものとしております。
　また、借入金および社債に係る金利の将来の変動に対する有効な管理手段として、金利スワッ
プ取引を行うものとしております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ
方針、ヘッジの有効性の評価方法等につきましては、前述の連結計算書類作成のための基本とな
る重要な事項に関する注記等「４．会計方針に関する事項（５）その他連結計算書類作成のため
の基本となる重要な事項　②　重要なヘッジ会計の方法」をご参照ください。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社および当社グループは、営業債権につきまして、各販売部門における管理部門が主要な
取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日および残高を管理するととも
に、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
　債券投資につきましては、「グローバル財務ガバナンス規程」、取引権限等を定めた「職務
権限規程」において定められた権限の中で決裁を得るものとしており、かつ主に格付の高い債
券を対象としているため、信用リスクは僅少であります。
　当社および当社グループのデリバティブ取引の相手先は、信用度の高い国際的な金融機関等
に限られており、相手方の債務不履行によるリスクはほとんどないものと判断しております。

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
　当社および当社グループは、デリバティブ取引に関して、「デリバティブ取引管理基準」お
よび「グローバル財務ガバナンス規程」、取引権限等を定めた「職務権限規程」を社内規程と
して整備し、運用しております。
　取引の実行および管理につきましては、これらの社内規程に基づき、経理財務部門にて行っ
ておりますが、実行担当者と管理担当者を分離し、取引内容、取引残高および運用の管理を行
っております。
　また、取引の内容等につきましては、適宜担当執行役員より経営会議に報告されておりま
す。
　有価証券及び投資有価証券につきましては、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状
況等を把握し、また、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しており
ます。
　なお、一部の連結子会社におけるデリバティブ取引、有価証券及び投資有価証券につきまし
ては、「職務権限規程」に基づく決裁により取引を実行しており、あわせて管理部門において
定期的な管理・報告がなされております。

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
　当社および当社グループは、各部門からの報告に基づき担当部門が適時に資金繰計画を作
成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価の算定におきましては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
用することにより、当該価額が変動することがあります。また、「２．金融商品の時価等に関す
る事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等につきましては、その金額自体がデリバテ
ィブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
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連結貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券 8,962 8,962 －

資産計 8,962 8,962 －

(3) 社債
（１年内償還予定のものも含む） 70,000 69,391 △608

(4) リース債務
（１年内返済予定のものも含む） 44,900 41,156 △3,744

(5) 長期借入金
（１年内返済予定のものも含む） 2,898 2,851 △47

負債計 117,799 113,399 △4,400

デリバティブ取引（＊3） 9,474 9,474 －

区分 当連結会計年度（百万円）

非上場株式 851

投資事業組合出資金等 2,028

２．金融商品の時価等に関する事項
　2022年12月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの
差額につきましては、次のとおりです。

（単位：百万円）

（＊1）現金は注記を省略しており、預金、受取手形及び売掛金、支払手形及び買掛金は、短期間で決済されるもの
であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、記載を省略しております。

（＊2）市場価格のない株式等は、「(1)有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結
貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

（＊3）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

３．金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性および重要性に応じて、以下の
３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：同一の資産または負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定
した時価

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用い
て算定した時価

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
おります。
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区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 8,843 － － 8,843

社債 － － 119 119

資産計 8,843 － 119 8,962

デリバティブ取引計（＊） － 9,474 － 9,474

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

社債 － 69,391 － 69,391

リース債務 － 41,156 － 41,156

長期借入金 － 2,851 － 2,851

負債計 － 113,399 － 113,399

(1) 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

（＊）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

(2) 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（注）１. 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されて
いるため、その時価をレベル１の時価に分類しております。
　一方で、当社が保有している社債は、入手できる最良の情報に基づく観察できないイ
ンプットを用いて算定した時価をもって連結貸借対照表価額としているため、その時価
をレベル３に分類しております。
デリバティブ取引
　観察可能な市場情報に基づく重要なインプットおよび取引先金融機関から入手した時
価情報により算出しているため、その時価をレベル２の時価に分類しております。
社債
　当社の発行する社債の時価につきましては、元利金の合計額を当該社債の残存期間お
よび信用リスクを加味した利率で割り引いて算出しており、その時価をレベル２に分類
しております。
リース債務
　リース債務の時価につきましては、同一の残存期間で同条件のリース契約を締結する
場合の金利を用いて、元利金の合計額を割り引いて算出しているため、その時価をレベ
ル２に分類しております。
長期借入金
　長期借入金の時価につきましては、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合
に想定される利率で割り引いて算出しており、その時価をレベル２に分類しておりま
す。

２. 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産および金融負債のうちレベル３の時
価に関する情報の重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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報告セグメント

調整額 合計
日本地域 北米地域 欧州地域 中華圏

地域
オセアニア

地域
東南・

南アジア
地域

その他
地域

スポーツ用品等販売事業 83,786 105,331 130,062 62,387 33,290 18,448 43,617 － 476,925

スポーツ施設運営事業 － － － － － － － 2,632 2,632

その他（注） － － － － － － － 5,043 5,043

顧客との契約から生じ
る収益 83,786 105,331 130,062 62,387 33,290 18,448 43,617 7,675 484,601

外部顧客に対する売上 83,786 105,331 130,062 62,387 33,290 18,448 43,617 7,675 484,601

収益認識に関する注記
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　当社グループは「日本」「北米」「欧州」「中華圏」「オセアニア」「東南・南アジア」および
「その他」の７つの報告セグメントに区分しております。当該報告セグメントは、取締役会が経営
資源の配分の決定および業績の評価をするために、定期的に検討を行う対象としております。その
ため、これらの報告セグメントで計上する収益を売上高として表示しております。また、事業別の
収益は、事業区分に基づき分解しております。これらの分解した収益とセグメント売上高との関連
は、以下のとおりです。

（単位：百万円）

（注）「その他」は、ランニングアプリの利用料およびレース登録プラットフォームの提供などか
ら生じる収益であります。

２．収益を理解するための基礎となる情報
① 商品及び製品の販売

スポーツ用品等販売事業においては、主にスポーツ用品等の製造および販売を行っておりま
す。このような商品及び製品の販売については、顧客と合意した地点に商品及び製品が到着した
時点で、履行義務が充足されたと判断し収益を認識しております。

取引価格を算定するに当たり、顧客への約束した財又はサービスの移転と交換に受け取ると見
込まれる金額から返品、値引およびリベートなどの金額を控除して測定しております。

返品および値引については、将来発生し得ると考えられる予想金額を、過去実績に基づく返品
率および値引率から算定し、収益より控除する方法を用いて取引価格を算定しております。この
結果、返品に係る負債および値引に係る負債を認識し、重要な戻入れが生じない可能性が高い範
囲でのみ収益を認識しております。リベートについては、取引の対価の変動部分を見積り、認識
した収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価格に含めております。

有償支給取引では、顧客との契約において約束された対価から、有償受給取引において顧客に
支払われる対価を控除した金額で測定しております。

なお、履行義務を充足してから対価を受領するまでの期間は通常１年以内であるため、重要な
金融要素は含んでおりません。

② スポーツ施設運営事業
スポーツ施設運営事業においては、主に長期のスポーツ施設の運営および運営受託を行ってお

ります。当該契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、役務を提供
する期間にわたり収益を認識しております。

取引価格の算定については、顧客への約束した財又はサービスの移転と交換に企業が権利を得
ると見込んでいる対価の金額で測定しており、重要な変動対価はありません。

なお、履行義務を充足してから対価を受領するまでの期間は通常１年以内であるため、重要な
金融要素は含んでおりません。
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当連結会計年度期首 当連結会計年度末

顧客との契約から生じた債権 50,135 70,692

契約負債 1,221 1,581

１．１株当たり純資産額 931円45銭
２．１株当たり当期純利益 108円60銭
３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益 108円51銭

３．当連結会計年度および翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
① 顧客との契約により生じた契約残高等

　顧客との契約から生じた債権および契約負債の残高は以下のとおりです。
（単位：百万円）

　契約負債は、主に、ランニングアプリ利用料を顧客から一括で受領することによる前受収益や
顧客に付与したポイントのうち期末時点において履行義務を充足していない残高であります。契
約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
　なお、当期中の契約負債の残高の重要な変動や過去の期間に充足した履行義務から当連結会計
年度に認識した収益に重要な事項はありません。

② 残存履行義務に配分した取引価格
　当社グループにおいて、当初に予定される顧客との契約期間が１年を超える重要な取引がない
ため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に配分した取引価格の総額および収益の認識が見込
まれる期間の記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に
含まれていない重要な金額はありません。

賃貸等不動産に関する注記
　重要性が乏しいため記載を省略しております。

１株当たり情報に関する注記

企業結合等に関する注記
取得による企業結合
　当社は、2022年８月12日開催の取締役会において、株式会社アールビーズの株式の65.0％を取
得し連結子会社化することについて決議し、2022年８月18日付で株式譲渡契約を締結、2022年８
月31日に株式の取得を完了いたしました。

１．企業結合の概要
(1) 被取得企業の名称およびその事業の内容

被取得企業の名称 株式会社アールビーズおよび同社子会社１社（非連結子会社）
事業の内容 スポーツメディア事業（出版・ＩＴ）、スポーツイベントの企画・

運営、ＩＴサービス開発、スポーツタウン事業、スポーツ振興に関
する支援・社会貢献事業

(2) 企業結合を行った主な理由
　当社グループは、中期経営計画2023における重点戦略の１つとして「ランニングでNo.
１」を掲げ、①マーケットシェアの拡大、②マラソンにおけるプレゼンスの向上、③ECシフ
トによる収益性向上、④データを活用したランニングエコシステムの構築を通じて、全てのラ
ンナーに対してパーソナライズされた最高のランニング体験を提供することを企図しておりま
す。
　株式会社アールビーズは、登録者数370万人超を誇る日本最大級のランナーのためのポータ
ルサイト「RUNNET」の運営を行っております。また、競技計測の分野でもトップクラスの
企業で、国内ランニングイベントの運営受託および企画開発で圧倒的地位を築いております
（国内大会エントリーシェア65％、１万人以上参加大会シェア95％、参加者ベースシェア
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アドバイザリー費用等 155百万円

80％）。他にも国内唯一の大会エントリー連動型トレーニングアプリ「TATTA」などスポー
ツ愛好家が利用する各種アプリの開発や、全国の地方自治体との強い関係性を活かしたランニ
ングおよびウォーキングイベントの企画・運営などを通じて、国内のランナー人口の増加とラ
ンニング文化の発展に貢献してまいりました。
　本取引は、ランナーとの接点拡大およびランニングエコシステムの更なる強化に資するもの
と考えております。具体的には、当社が抱えるOneASICS（アシックスのメンバーシッププロ
グラム）会員やRunkeeper（アシックスのランニングトラッキングアプリ）ユーザーに対し
て、株式会社アールビーズが手掛けるランニングイベントへの参加を促す一方で、RUNNET
会員には当社の製品およびサービスをご利用いただくなど、相互送客によって、より多くのラ
ンナーに対してシームレスにサービスを提供し、より良いランニング体験をお届けすることを
企図しております。加えて、株式会社アールビーズが持つランナーとの接点を活用し、当社グ
ループの商品開発や販売促進活動、ブランディング活動の強化を図るほか、ウォーキング分野
においても大きなムーブメントを創出することを目指します。
　また、日本テレビホールディングス株式会社をメディアパートナーとして迎えることで、同
社の積極的な発信活動を通じた株式会社アールビーズの企業価値向上を企図しております。日
本テレビホールディングス株式会社とは、日本テレビホールディングス株式会社が運営するフ
ィットネスクラブ「ティップネス」やアスリートによるコーチ事業「ドリームコーチング」と
当社グループとの直接的連携も視野に、当社グループが推進するランニングエコシステム全体
での連携を図ってまいります。
　このように、日本テレビホールディングス株式会社をパートナーとして株式会社アールビー
ズを当社グループに迎えることは、国内ランニング人口の拡大や最高のランニング体験の提供
に大きく寄与するものであり、当社グループの企業価値向上に資するとの判断から、株式会社
アールビーズを連結子会社化することといたしました。

(3) 企業結合日
2022年９月30日（みなし取得日）

(4) 企業結合の法的形式
株式取得

(5) 結合後企業の名称
　変更はありません。

(6) 取得する議決権比率
65.0％

(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠
　当社が現金を対価として株式を取得したことによるものです。

２．連結計算書類に含まれる被取得企業の業績の期間
2022年10月１日から2022年12月31日まで

３．被取得企業の取得原価および対価の種類ごとの内訳
　当事者間の合意により非開示とさせていただきます。

４．主要な取得関連費用の内容および金額
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流動資産 4,979百万円
固定資産 1,294百万円
資産合計 6,273百万円
流動負債 3,506百万円
固定負債 616百万円
負債合計 4,123百万円

商標権 585百万円 償却期間　20年
顧客関連資産 2,363百万円 償却期間　20年
技術関連資産 312百万円 償却期間　14年

売上高 2,647百万円
営業利益 △273百万円

５．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法および償却期間
(1) 発生したのれんの金額

2,529百万円
(2) 発生原因

　主として今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力から発生したものでありま
す。

(3) 償却方法および償却期間
20年間にわたる均等償却

６．企業結合日に受け入れた資産および引き受けた負債の額並びにその主な内訳

７．のれん以外の無形資産に配分された金額およびその主要な種類別の内訳並びに加重平均償却期間
(1) 無形固定資産に配分された金額

3,261百万円
(2) 主要な内訳並びに償却期間

８．企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算
書に及ぼす影響の概算額およびその算定方法

（概算額の算定方法）
　企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の企業結合日まで（2022年
１月１日から2022年９月30日）の被取得企業の売上高及び損益情報を基礎として影響の概算
額を算定しております。また、企業結合時に認識されたのれん等が当期首に発生したものとし
て、影響の概算額を算定しております。
　なお、当該注記は監査証明を受けておりません。

重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。
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株 主 資 本

資　本　金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合 計資本準備金 そ　の　他

資本剰余金
資本剰余金
合　　　計

その他利益剰余金
利益剰余金
合　　　計別途積立金 圧縮積立金 繰越利益

剰 余 金

当 期 首 残 高 23,972 6,000 89 6,089 8,000 1,307 10,802 20,109 △9,827 40,344

事業年度中の変動額

圧縮積立金の取崩 － △13 13 － －

剰余金の配当 － △5,127 △5,127 △5,127

当 期 純 利 益 － 6,914 6,914 6,914

自己株式の取得 － － △4 △4

自己株式の処分 84 84 － 187 272

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額) － － －

事業年度中の変動額合計 － － 84 84 － △13 1,800 1,787 183 2,055

当 期 末 残 高 23,972 6,000 173 6,173 8,000 1,294 12,602 21,896 △9,643 42,399

評 価 ・ 換 算 差 額 等
新 株 予 約 権 純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等
合 計

当 期 首 残 高 1,747 2 1,750 313 42,408

事業年度中の変動額

圧縮積立金の取崩 － －

剰余金の配当 － △5,127

当 期 純 利 益 － 6,914

自己株式の取得 － △4

自己株式の処分 － 272

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額) 1,049 △6 1,043 △17 1,025

事業年度中の変動額合計 1,049 △6 1,043 △17 3,080

当 期 末 残 高 2,797 △3 2,793 295 45,489

株主資本等変動計算書
（2022年１月１日から2022年12月31日まで）

（単位：百万円）

（注）記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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個　別　注　記　表

重要な会計方針に係る事項に関する注記
１．資産の評価基準および評価方法

(1) 有価証券の評価基準および評価方法
子会社株式および関連会社株式 移動平均法による原価法
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法、ただし、債券については償
却原価法

(2) デリバティブ等の評価基準および評価方法
デリバティブ 時価法

(3) 棚卸資産の評価基準および評価方法
商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品

　移動平均法による原価法（貸借対照表価額につきましては収益性の低下に基づく簿価切下げの
方法）

２．固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産除く）

定率法
　ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）ならびに2016年４月
１日以降に取得した建物附属設備及び構築物につきましては、定額法
　なお、主要な耐用年数は、以下のとおりであります。

建物及び構築物　　・・・・５年～50年
機械装置及び運搬具・・・・２年～12年
工具、器具及び備品・・・・２年～15年

(2) 無形固定資産（リース資産除く）
定額法
　自社利用のソフトウエアにつきましては、社内における利用可能期間（10年以内）に基づ
く定額法

(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

３．引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金

　売上債権などの貸倒損失に備えるため、一般債権につきましては貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権につきましては個別に回収可能性を勘案し回収不能見込額を計上しておりま
す。

(2) 退職給付引当金
　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度の末日における退職給付債務および年金資産の見
込額に基づき計上しております。
　過去勤務費用ついては、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数によ
る定額法により費用処理しております。
　数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の
一定の年数による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することと
しております。
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４．収益及び費用の計上基準
主な履行義務の内容および収益を認識する時点は以下のとおりであります。
(1) ライセンスの供与

　当社の知的財産に関するライセンスを含む商品を、ライセンス先の企業が販売することにより
ロイヤルティ収入が生じております。ロイヤルティ収入は、ライセンス先の企業の売上高に基づ
いて生じるものであり、ライセンス先の企業において当該商品が販売された時点で収益を認識し
ております。

(2) コミッション収入
　子会社への契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、業務が実際された時
点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。

５．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
(1) ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の処理
　繰延ヘッジ処理によっております。
　なお、為替予約が付されている外貨建金銭債権債務などにつきましては、振当処理の要件を満
たしている場合には、振当処理を行っております。
　また、特例処理の要件を満たす金利スワップ取引につきましては、特例処理を採用しておりま
す。
ヘッジ手段とヘッジ対象
①　ヘッジ手段

デリバティブ取引（為替予約取引、通貨オプション取引、金利スワップ取引）
②　ヘッジ対象
　為替予約および通貨オプションにつきましては、主に外貨建輸入取引の為替変動リスクを、金
利スワップにつきましては、資金調達取引の金利変動リスクをヘッジ対象としております。
ヘッジ方針
　当社は、主に材料の輸入による買入債務などの為替レート変動によるリスクをヘッジする目的
で外国為替の実需の範囲内で為替予約取引および通貨オプション取引を行うものとしておりま
す。
　また、借入金および社債に係る金利の将来の変動に対する有効な管理手段として、金利スワッ
プ取引を行うものとしております。
ヘッジ有効性評価の方法
　為替予約におきましては、過去の取引実績および今後の取引の実行可能性を総合的に勘案し、
ヘッジ対象としての適格性を検討することにより、有効性の評価を実施しております。
　金利スワップおよび通貨オプションにおきましては、原則として、ヘッジ開始時から有効性判
定時点までの期間において、ヘッジ対象のキャッシュ・フローの変動の累計額とヘッジ手段のキ
ャッシュ・フローの変動の累計額とを比較し、その比率を基礎に判断しておりますが、契約の内
容などによりヘッジに高い有効性が明らかに認められる場合につきましては有効性の判定を省略
しております。

(2) 退職給付に係る会計処理
　退職給付に係る未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方
法は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

(3) 連結納税制度の適用
　当社は連結納税制度を適用しております。

(4) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
　当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグ
ループ通算制度への移行およびグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行
われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
に関する取扱い」（実務対応報告第39号　令和２年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効
果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　平成30年２月16日）第
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２．有形固定資産の減価償却累計額 16,580百万円

アシックスアメリカコーポレーション 4,599百万円
合　　計 4,599百万円

短期金銭債権 13,290百万円
短期金銭債務 16,584百万円

44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に
基づいております。
　なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人
税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱を定めた「グループ通算制度を適用する場合の会
計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年８月12日）を適用する予定
です。

会計方針の変更に関する注記
(1) 収益認識基準に関する会計基準等の適用

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会
計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に
移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識すること
としております。これにより、当社が代理人として行う取引について、従来は子会社から受け取
る対価の総額を収益として認識していましたが、子会社から受け取る額から仕入先に支払う額を
控除した純額で収益を認識することとしております。

この結果、当事業年度の売上高が4,754百万円、売上原価が4,754百万円それぞれ減少してお
ります。

(2) 「時価の算定に関する会計基準」等の適用
　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定
会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金
融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過
的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用する
こととしております。これにより、従来、時価を把握することが極めて困難と認められる金融商
品とされていた社債については取得原価をもって貸借対照表価額としておりましたが、観察可能
なインプットを入手できない場合であっても、入手できる最良の情報に基づく観察できないイン
プットを用いて算定した時価をもって貸借対照表価額としております。

会計上の見積りに関する注記
　会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に
係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
　繰延税金資産の回収可能性
　(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額
　　　　繰延税金資産 2,461百万円
　(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

連結計算書類「連結注記表　６．会計上の見積りに関する注記　(1) 繰延税金資産の回収可
能性」に記載した内容と同一であります。

貸借対照表に関する注記
１．担保に供している資産

　第三者の借入金等に対して、投資有価証券319百万円を担保に供しております。

３．保証債務
　子会社のリース取引に対し、保証を行っております。

リース取引に対する債務保証

４．関係会社に対する金銭債権および金銭債務
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営業収益 36,142百万円
その他の営業取引高 412百万円
営業取引以外の取引高 3,254百万円

株式の種類 当事業年度期首の
株式数（株）

当事業年度増加
株式数（株）

当事業年度減少
株式数（株）

当事業年度末の
株式数（株）

普通株式 6,829,533 1,695 130,595 6,700,633

損益計算書に関する注記
１．関係会社との取引

株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の数に関する事項

（注）１. 普通株式の自己株式の株式数の増加1,695株は、単元未満株式の買取請求による増加で
あります。

２. 普通株式の自己株式の株式数の減少130,595株は、譲渡制限付株式報酬としての自己
株式の処分による減少127,975株、新株予約権の行使による減少2,600株および単元未
満株式の売渡請求による減少20株であります。
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繰延税金資産
関係会社株式評価損 6,808百万円
組織再編に伴う関係会社株式 6,021百万円
繰越欠損金 2,968百万円
関係会社出資金評価損 1,477百万円
退職給付引当金 1,115百万円
貸倒引当金 1,035百万円
固定資産減損損失 62百万円
その他 1,368百万円

繰延税金資産小計 20,858百万円
評価性引当額 △16,834百万円
繰延税金資産合計 4,023百万円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 871百万円
固定資産圧縮積立金 570百万円
その他 120百万円

繰延税金負債合計 1,562百万円
差引：繰延税金資産純額 2,461百万円

固定資産－繰延税金資産 2,461百万円

法定実効税率 30.6％
（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.4%
受取配当金など永久に益金に算入されない項目 △14.8%
外国子会社配当金益金不算入 △55.1%
評価性引当額の増減 36.4%
その他 0.4%
税効果会計適用後の法人税負担率 △1.1%

税効果会計に関する注記
１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

　繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、
　当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
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種類 会社等の名称
議決権等の所有
（被所有）割合

（％）
関連当事者との関係 取引の内容 取引

金額 科目 期末
残高

子会社 アシックスジャパン株式会社 所有
直接100.0

ロイヤルティ等
の受取、支払代
行

ロイヤルティ等 4,777 売掛金 281

支払代行等 21,258 未収入金 1,680

利息の受取 28 短期貸付金 14,618

子会社 アシックス商事株式会社 所有
直接100.0

ロイヤルティの
受取、業務委託
手数料の支払

利息の支払 9 預り金 11,138

子会社 アシックスアメリカコーポレーション 所有
間接100.0

ロイヤルティ等
の受取

ロイヤルティ等 7,815 売掛金 637

債務保証 4,599 － －

子会社 アシックスヨーロッパB.V. 所有
直接100.0

ロイヤルティ等
の受取

ロイヤルティ等 9,297
売掛金 659

未収入金 313

ソフトウエアの
開発 1,719 未払金 9

子会社 亞 瑟 士 （ 中 国 ） 商 貿
有 限 公 司

所有
間接100.0

ロイヤルティ等
の受取

ロイヤルティ等 3,649 売掛金 992

利息の支払 ０ 預り金 1,911

子会社 ア シ ッ ク ス ブ ラ ジ ル
リ ミ タ ー ダ

所有
間接100.0

ロイヤルティ等
の受取 ロイヤルティ等 4,366 売掛金 3,132

子会社 レ ー ス ロ ー ス タ ー ノ ー ス
アメリカコーポレーション

所有
直接100.0

レース登録プラ
ットフォームサ
イトの運営

増資の引受 2,125 － －

１．１株当たり純資産額 246円73銭
２．１株当たり当期純利益 37円76銭

関連当事者との取引に関する注記
子会社及び関連会社等

（単位：百万円）

取引条件及び取引条件の決定方針等
(1) 日本地域の子会社に対する資金の貸付および預りにつきましては、当社が資金の一元管理を行っております。ま

た、資金の決済が随時行われており、取引金額としての把握が困難であるため、当事業年度末の残高のみ記載して
おり、取引金額には利息の受取額および支払額を記載しております。

(2) 利息の受取および支払につきましては、市場金利を勘案し利率を決定しております。
(3) 保証債務は、リース取引に関するものであります。

収益認識に関する注記
　収益を理解するための基礎となる情報

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針に係る事項に
関する注記」の「４．収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

１株当たり情報に関する注記

重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。
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